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■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

岸田内閣は、予算の単年度主義（日本国憲法第 86 条に基づき、内閣は、毎会計年度の予算を

作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならないこと。）の弊害を是正する

手段として、基金を活用していく方針を掲げている。 

基金は、国からの支出によって造成された後、複数年度にわたる支出が可能となる一方で、

財政法上の規定はなく、歴代の財務大臣は、基金が予算の単年度主義に反しないのは、国が基

金へ支出する年度の歳出予算として国会の議決を経ているからであるとしている。 

本稿において、令和３年度にいわゆるガソリン補助金を支給するために設置された基金を検

証したところ、予備費使用や予算の移用や流用など、基金への支出として国会の議決を経てい

るとは言い難い予算措置が見られた。基金が予算の単年度主義に反しないようにするためには、

基金への予算措置が明示された上で、予算が国会で議決される必要があると考える。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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はじめに 

 岸田内閣は、予算の単年度主義の弊害を是

正する手段として、基金を活用していく方針

を掲げている。 

                             
1 財政制度等審議会財政制度分科会（平成 26年 10月 20日）資料３『基金等関係資料』財務省主計局１頁 
2 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」（昭和 30年政令第 255号）第４条第２項 
3 財政制度等審議会財政制度分科会（令和４年４月８日）資料１『財政総論等』財務省26頁 

基金について政府は、「独立行政法人、公益

法人等や地方公共団体が、国から交付された

補助金等を原資として、特定の用途に充てる

ため、他の財産と区分して保有する金銭1」と

し、次の二つの性質2をいずれも満たすものが

該当するとしている3。 

①複数年度にわたる事務又は事業であって、

各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、

弾力的な支出が必要であることその他の

特段の事情が認められること。 

②あらかじめ当該複数年度にわたる財源を

確保しておくことがその安定的かつ効率

的な実施に必要であると認められること。 

政府にとって基金は、国から基金に支出し

た後は、基金からは複数年度にわたる支出が
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可能となるため、中長期的な視点の下、柔軟

な執行が可能となることが利点となる4。一方、

予算は毎年度、国会の議決が必要となるが、

基金は、一旦財源が確保されると監視の目が

届きにくくなることが指摘されている5。 

 本稿では、令和３年度にいわゆるガソリン

補助金を支給するために急きょ設置された

「コロナ下における燃料油価格激変緩和基金」

（以下「激変緩和基金」という。）への予算措

置を検証するとともに、国会における予算の

議決の観点から基金の課題を整理する。 

 

Ⅰ 岸田内閣における基金の活用 

１ 単年度主義の弊害是正 

 令和３年 10 月４日に第 100 代内閣総理大

臣に就任した岸田総理は、８日の所信表明演

説において、財政の単年度主義6の弊害を是正

し、科学技術の振興、経済安全保障、重要イ

ンフラの整備など、国家課題に計画的に取り

組むことを表明した7。 

 所信表明の時点では単年度主義の弊害是正

のための具体策には触れなかったが、衆議院

解散、総選挙後に発足した第２次岸田内閣は、

12月３日に「令和４年度予算編成の基本方針」

を閣議決定し、「いわゆる『16か月予算』の考

え方で、令和３年度補正予算と、令和４年度

当初予算を一体として編成する。その中で、

単年度主義の弊害是正のため必要に応じ新た

に基金を創設する等の措置を講じていく。」と

して、基金を活用していく方針を文書で明示

した。 

 

                             
4 同上 25頁 
5 『読売新聞』（2022.4.9） 
6 予算の単年度主義と同義。内閣参質 207 第 38 号（令和４年１月７日）「参議院議員木戸口英司君提出財政の単年度主義に

関する質問に対する答弁書」には、「お尋ねの『財政の単年度主義』については、憲法第八十六条に基づき、内閣が、毎会

計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならないことを指すものである。」とある。 
7 第 205回国会衆議院会議録第２号４頁（令 3.10.8）岸田内閣総理大臣 
8 第 207回国会参議院予算委員会会議録第２号19頁（令 3.12.17）鈴木財務大臣答弁 

２ 令和３年度補正予算における基金関連予

算 

12 月６日、「コロナ克服・新時代開拓のた

めの経済対策」の実施等のために国会に提出

された補正予算には、基金関連の予算として、

６基金の新設と 32 基金への積増しによる合

計約 5.2 兆円が計上された8。図表１のとおり、

例年の基金への予算措置額（当初及び補正予

算）は１兆円程度であったが、令和２年度は

11.5 兆円と急増し、令和３年度も 5.7 兆円と

なった。 

 

（図表１） 

 

＜基金への主な予算措置＞ 

【R２年度】 

・グリーンイノベーション基金：2.0 兆円 

・新型コロナウイルス感染症基金：1.8 兆円 

（新型コロナの影響を受けた事業者への貸付

に係る利子補給） 

・経営安定関連保証基金：1.3 兆円 

・中小企業等事業再構築促進基金：1.1 兆円 
 
【R３年度】 

・ワクチン開発・生産体制強化：0.7 兆円 

・先端半導体の生産基盤整備基金：0.6 兆円 

・中小企業等事業再構築促進基金：0.6 兆円 

・経済安全保障重要技術育成基金：0.3 兆円 

（単位：兆円） 

(注１)補助金適正化法施行令に規定する基金造成費補助金等の当初及び補正予算

計上額を、各府省からの聞き取りに基づき集計（補助金適正化法施行令を改正し、

基金事業の性質の明確化等を行った平成 26 年度補正予算以降を記載）。 

(注２)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（地方単独分、令和２年度

3.0 兆円、令和３年度 1.2 兆円）等、一定の要件を満たす場合に基金化可能であり、

予算措置時点で基金化される額が確定していないものを含む。 

（出所）財政制度等審議会財政制度分科会（令和４年４月８日）

資料１『財政総論等』財務省 25 頁を加工 

26 R427 28 29 30 31 R3 R2 

（年度）
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補正予算の審議において岸田総理は、国家

的課題に対して基金などを活用し、中長期的

な視点を持って戦略的な財政運営を行うこと

が重要であるとし9、科学技術や経済安全保障

の分野において、事業の性質も踏まえつつ、

基金を活用して複数年度にわたる支援を通じ

て、単年度主義の弊害是正に取り組むと答弁

した10。 

 

Ⅱ 予算の単年度主義と基金 

１ 予算の単年度主義 

予算の単年度主義とは、国会における予算

の議決は毎会計年度行うべしという原則であ

り、国会の予算審議権確保の要請からくるも

のである。この原則は、日本国憲法第 86条に

おいて「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、

国会に提出して、その審議を受け議決を経な

ければならない。」と規定していることが法的

根拠とされている。 

この単年度主義の帰結として、予算により

認められた国費の歳出権限が及ぶのは原則と

して当年度限りであり、年度内に使用し終わ

らない金額は支出してはならないことになる11。 

 

                             
9 第 207回国会参議院会議録第３号 10頁（令 3.12.10）岸田内閣総理大臣答弁 
10 第 207回国会衆議院予算委員会議録第２号 21頁（令 3.12.13）岸田内閣総理大臣答弁 
11 財務省主計局司計課『繰越しガイドブック《改訂版》』（2020.6）４頁 
12 財政法第 15条。国会の議決を経て、次年度以降（原則５年以内）にも効力が継続する債務を負担する行為。 
13 財政法第 14 条の２。工事、製造その他の事業で完成に数会計年度（原則５年以内）を要するものについて、経費の総額

及び年割額を定め、 予
あらかじ

め国会の議決を経て数年度にわたって支出することができる。 
14 財務省主計局司計課・前掲注 11 ４頁 
15 財政法第 14 条の３「歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込

のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。前項の規定により翌年度に繰

り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。」 
16 財政法第 42 条「繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用するこ

とができない。但し、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終ら

なかつたもの（当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基きこれに関連して支出を要する経費の金額

を含む。）は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。」 
17 財政法第 43 条の２第１項「継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終ら

なかつたものは、第四十二条の規定にかかわらず、継続費に係る事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができ

る。」 
18 小村武『予算と財政法 五訂版』新日本法規（2016）205頁 
19 財政法第 16条「予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為とする。」 

２ 財政法上の三つの例外 

単年度主義の原則を機械的に適用していて

は、予算の効率的な執行に支障を来す場合が

あるため、「財政法」（昭和 22年法律第 34号）

では、①歳出予算の繰越し、②国庫債務負担

行為12、③継続費13の三つを単年度主義の原則

を緩和する制度として設けている14。 

歳出予算の繰越しについて財政法は、繰越

明許費15、事故繰越し16、継続費の年割額の逓

次繰越し17を認め18、そのうち繰越明許費は、

国庫債務負担行為、継続費とともに予算の内

容の一つと規定され19、図表２のとおり、国会

に提出されている。 

 

（図表２） 

令和４年度一般会計予算 
予 算 総 則 1 
甲 号 歳 入 歳 出 予 算 25 
乙 号 継 続 費 83 
丙 号 繰 越 明 許 費 86 
丁号国庫債務負担行為 113 

（出所）第 208 回国会令和４年１月 17 日内閣提出

「令和４年度一般会計予算」総目録を加工 

 

 

ページ 
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一方、基金については財政法上の規定はな

く、基金への予算措置額は、各省各庁の長が

作成している各目明細書20の積算内訳に記載

されてはいるが、国会における予算審議の参

考資料として提出されているにすぎない21。 

 

３ 基金に関する政府見解 

歴代の財務大臣は、基金が予算の単年度主

義に反しないのは、国から基金への支出のみ

を捉え、支出する年度の歳出予算として国会

の議決を経た上で年度内に支出するためであ

るからとしている22。内閣法制局も、「国が地

方公共団体等の基金の造成に要する経費を補

助金等として交付することにつきましては、

…（中略）…国の支出ということに着目しま

す限りは本年度におきましてその総額を支出

するということでございます。したがって、

本年度中に国が支出することが必要な経費を

本年度の補正予算に計上して国会で御審議い

ただくものでありまして、予算の単年度主義

等、憲法の趣旨に反するものではないと考え

ております。23」としている。 

 

Ⅲ 激変緩和基金の設置と当初財源 

１ ガソリン価格高騰 

令和３年 1 月には１ℓ当たり 130 円台であ

ったレギュラーガソリンの小売価格は、コロ

                             
20 「予算決算及び会計令」（昭和22年勅令第 165号）第 12条。各目明細書は歳出予算の算出の基礎資料をなすもので、予定

経費要求書の部局等及び継続費要求書の区分に従って、経費を各目に区分し、必要に応じ更に各目の金額を細分し、かつ、

その計算の基づくところを示したものである。小村・前掲注18 237 頁 
21 第 208回国会衆議院予算委員会議録第２号 35頁（令 4.1.24）鈴木財務大臣答弁、小村・前掲注18  242頁 
22 「基金というのは、支出する年度の歳出の予算として国会の議決が要りますので、国会の議決を得た上で年度内に支出し

ておりますので、財政法上それで問題ないことになるんです。」第 186 回国会衆議院財務金融委員会議録第９号 16 頁（平

26.4.23）麻生財務大臣答弁、「今回の補正予算における地方公共団体での基金造成に対する補助金等の交付については、本

年度中に国が支出することで必要な経費を二十一年度補正予算に計上し、国会に御審議をいただいたものであり、財政法等

の趣旨に反するものではないと考えております。」第 171 回国会衆議院決算行政監視委員会議録第５号 13 頁（平 21.6.10）

与謝野財務大臣答弁、「…（前略）都道府県に基金を造成し、そのために要する経費を十八年度補正予算に計上することが

必要であります。このように、政策上、本年度中に国が支出することが必要な経費を十八年度補正予算に計上し、国会の審

議に係らしめるものでありまして、予算の単年度主義に沿ったものであると考えております。」第 166 回国会衆議院予算委

員会第三分科会議録第２号３頁（平 19.3.1）尾身財務大臣答弁 
23 第 171回国会参議院予算委員会会議録第 21号 32頁（平 21.5.20）宮﨑政府特別補佐人（内閣法制局長官）答弁 
24 第 205回国会衆議院会議録第４号 13頁（令 3.10.12）玉木雄一郎君質疑 
25 NHK NEWSWEB（2021.11.16）〈https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211116/k10013350001000.html〉（2022.9.30閲覧） 

ナ禍からの世界経済の回復に伴う原油の需要

増や一部産油国の生産停滞などから、同年 10

月には 160 円台にまで上昇した。 

そのため、10 月 12 日の岸田総理の所信に

対する質疑では、国民民主党玉木代表から、

いわゆるトリガー条項の発動によるガソリン

価格の値下げが提案されるなど24、岸田内閣

の発足当初から対応策が求められ、そのため

の関係閣僚会合等が開催されるようになった。 

 

２ 元売事業者への補助と予備費の使用 

11 月 16 日、萩生田経済産業大臣は、レギ

ュラーガソリンの平均価格が一定の価格を超

えた場合に石油元売り会社に補助金を出し、

ガソリンや灯油などの小売り価格の上昇を抑

える緊急の対策を新たな経済対策に盛り込む

方針を表明した。ガソリンなどの小売価格を

抑える目的で石油元売り会社に補助金を出す

のは、過去に例がないとされている。また、

財源については、「補正予算を待っていては、

年末に国民の皆さんに安心感を与えることが

できないので、コロナ対策の予備費を使うか、

省庁の予備費を使うかは調整しているが、い

ずれにしても機動的に対応したい」とし、早

急に対応する考えを示した25。 
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３ 激変緩和基金の創設 

 11 月 19 日、政府は、「コロナ克服・新時代

開拓のための経済対策」を閣議決定し、「燃油

の卸売価格の抑制のための手当てを行うこと

で、小売価格の急騰を抑制する時限的措置を

講じる。」ために、激変緩和基金を創設するこ

ととした（図表３）。 

 

（図表３） 

 
（出所）内閣府「コロナ克服・新時代開拓のための経

済対策〈施策例〉」19頁 

 

萩生田経済産業大臣は、「今回の措置はガソ

リンなどの価格高騰が国民生活に与える影響

を抑えるため、時限的、緊急避難的な激変緩

和措置として行うものとして、資源エネルギ

ー庁が検討し、発案したもの」とし、「前例に

とらわれずに、支援の効果がスピーディーに

国民の皆さんに行き渡る仕組みを検討するよ

うに指示をした結果、挙がってきた案」であ

ると記者会見で答えた26。 

 コロナ下における燃料油価格激変緩和対策

事業（以下「激変緩和事業」という。）の概要

は、図表４のとおりである。 

 

 

 

                             
26 経済産業省ホームページ「萩生田経済産業大臣の閣議後記者会見の概要」（2021 年 11月 19日）〈https://www.meti.go.j

p/speeches/kaiken/2021/20211119001.html〉（2022.9.30 閲覧） 
27 経済産業省資源エネルギー庁ホームページ「令和３年度『コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業』に係る基金設

置法人及び事務局の公募について」（令和３年 11 月 25 日）〈https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2021/2

0211125_001.html〉（2022.9.30閲覧） 
28 経済産業省資源エネルギー庁ホームページ「令和３年度『コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業』に係る基金設

置法人募集要領」2-2.「補助率・補助額」〈https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2021/data/20211125_00

1_01.pdf〉（2022.9.30 閲覧） 
29 経済産業省資源エネルギー庁ホームページ「令和３年度『コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業』に係る基金設

置法人及び事務局の公募結果について」（令和３年 12 月３日）〈https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer_res

ult/2021/20211203_001.html〉（2022.9.30 閲覧） 

（図表４） 

 
（出所）燃料油価格激変緩和補助金ホームページ「コロナに

おける燃料油価格激変緩和対策事業の発動について」資源

エネルギー庁（2022 年１月）３頁 

〈https://nenryo-gekihenkanwa.jp/pdf 

/gekihenkanwa_rev2.pdf〉（2022.9.30 閲覧） 

 

４ 激変緩和基金設置法人、事務局の公募 

11 月 25 日、資源エネルギー庁は、激変緩

和事業を実施するために必要となる基金設置

法人及び事務局の公募を開始した27。激変緩

和基金の額については募集要領に補助額とし

て、「補正予算が成立することを前提として

893 億円を上限」との記載がある28。 

その後、12月３日、激変緩和基金設置法人

として一般社団法人全国石油協会が、事務局

として株式会社博報堂が決定されたことが公

表された29。 

 

５ 激変緩和基金の設置 

 激変緩和基金設置法人は、12月６日付で補

助金の交付手続き等を定めた交付規程につい



 

66 RESEARCH BUREAU 論究（第 19 号）（2022.12） 

論 文 

て経済産業大臣の承認を得て、同日にエネル

ギー対策特別会計から 93 億円の交付を受け

たことが、後日、公表されている30。 

 

６ 特別会計予備費の使用決定 

激変緩和基金の当初の財源となったのは、

特別会計の予備費である。予備費の使用が決

定された 11月 26 日の閣議の議事録には、「燃

料油価格激変緩和対策事業に必要な経費とし

て、エネルギー対策特別会計予備費から 23億

円31」とあるのみで、激変緩和基金に使用され

たことは確認できない。予備費が激変緩和基

金に使用されたことは、事後において、承諾

を求めるために国会に提出された調書（図表

５）により、確認することができる。 

 

（図表５） 

 
（出所）第 208 回国会令和４年３月 18 日内閣提出

「令和３年度特別会計予備費使用総調書及び各省

各庁所管使用調書（その１）」９頁一部抜粋 

 

７ 令和３年度当初予算の移流用 

エネルギー対策特別会計予備費 23 億円の

ほかに激変緩和基金の当初の財源となったの

は、同特別会計エネルギー需給勘定内での移

                             
30 一般社団法人全国石油協会ホームページ「2021 年度事業報告書概要」４頁〈http://www.sekiyu.or.jp/profile/pdf/202

1/jigyohoukoku.pdf〉（2022.9.30閲覧） 
31 首相官邸ホームページ「閣議及び閣僚懇談会議事録」（令和３年11月 26日）２頁〈https://www.kantei.go.jp/jp/conte

nt/031126gijiroku.pdf〉（2022.9.30 閲覧） 
32 『日刊自動車新聞』（2021.12.14） 
33 「激変緩和事業は、令和三年度当初予算からの流用と令和三年度補正予算で八百九十三億円を措置し、今回、本事業の拡

充強化として令和三年度の予備費で三千五百億円を措置したところでございます。」第 208 回国会参議院予算委員会会議録

第８号 18頁（令 4.3.4）萩生田経済産業大臣答弁 
34 各府省は、前年度における基金の執行状況や残高、今後の執行の見通し等を把握することができる基金シートを作成

し、毎年秋に公表している。 
35 経済産業省ホームページ「令和４年基金シートの公表『燃料油価格激変緩和基金』」（令和４年９月30日公表） 

〈https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/2022fykikin.html〉（2022.9.30閲覧） 
36 小村・前掲注 18 297 頁、財政法第 33条第１項 
37 小村・前掲注 18 183、303頁 
38 財政法第 33条第２項 
39 第 210回国会令和４年 11月 18日内閣提出「令和３年度特別会計決算参照書」84頁 

流用である。 

12 月 14 日の時点で、「すでにエネルギー対

策特別会計の執行残と予備費を合わせた約

93億円を基金に積み上げており、早期の発動

にも対応できる。」と報道され32、後日の国会

審議においても、萩生田経済産業大臣は、令

和３年度当初予算から流用したことを答弁し

ている33。また、翌年度に経済産業省から公表

された基金シート34においては、当初の 70億

円の財源は、「移流用による」と説明されてい

る35。 

移用も流用も、予算の区分を変更し経費を

融通させるものであり、移用は、通常予算総

則で規定され、あらかじめ国会の議決を経た

ものに限って財務大臣の承認で行うことがで

き36、流用は国会の議決科目（項）の変更では

ないため37、財務大臣の承認のみで行うこと

ができる38。 

国会に提出された令和３年度決算の添付書

類39においては、激変緩和事業等への支出が

行われた「（項）燃料安定供給対策費、（目）

石油製品販売業構造改善対策事業費等補助金」

について、他の項からの移用 113.6 億円及び

他の目からの流用16.6億円による合計130.2

億円の増額があったことが確認できる。しか

しながら、激変緩和基金の当初財源 70億円に
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ついての移用と流用の額の内訳は、確認する

ことができない。 

 

Ⅳ 激変緩和基金への積増し 

１ 令和３年度特別会計補正予算 

激変緩和基金設置後の最初の積増しは、12

月 20 日に成立したエネルギー対策特別会計

補正予算による 500 億円である40。各目明細

書（図表６）には、基金造成費として民間団

体等への補助金であることが示されている。 

なお、経済産業省は、補正予算における予

算措置額は、同特別会計の予備費に計上した

300 億円を合わせた 800 億円であるとし（図

表７）、国会審議においても萩生田経済産業大

臣から同趣旨の答弁がなされている41。 

 

（図表６） 

 
（出所）令和３年度内閣府、文部科学省、経済産業省

及び環境省所管エネルギー対策特別会計歳入歳出

予算補正予定額（特第１号）各目明細書２頁一部抜

粋 

 

 

 

 

 

 

                             
40 内閣参質 207 第 38 号（令和４年１月７日）「参議院議員木戸口英司君提出財政の単年度主義に関する質問に対する答弁

書」には、「令和三年度特別会計補正予算において、既に設置している基金に対する予算措置額は、…（中略）…コロナ下

における燃料油価格激変緩和基金が五百・〇億円である。」とある。 
41 「今回の予算八百九十三億円は、まず予備費を使わせていただき、残りを今回お認めいただく補正予算で対応させていた

だきます（以下略）…」第207回国会衆議院予算委員会議録第４号13頁（令 3.12.15）萩生田経済産業大臣答弁 
42 経済産業省ホームページ「萩生田経済産業大臣の閣議後記者会見の概要」（2022 年１月 21日）〈https://www.meti.go.jp

/speeches/kaiken/2021/20220121001.html〉（2022.9.30閲覧） 

（図表７） 

 
（出所）経済産業省「令和３年度補正予算の事業概要（ＰＲ資

料）」９頁 
 

補正予算の成立により、激変緩和基金は当

初造成額の 93億円から、令和４年１月 13日

に 500 億円が積み増しされ、合計 593 億円と

なったことが公表されている（図表８）。 

同月 21日、萩生田経済産業大臣は、激変緩

和事業を行う体制が構築されたため、条件を

満たせばすぐに適用が可能であることを記者

会見で表明した42。 
 

（図表８） 

「コロナ下における燃料油価格激変緩和対策補助金

実施要領」及び「補助金等の交付により造成した基

金等に関する基準」等に基づく基本的事項の公表 
 

令和４年１月現在 

基金の名称 

コロナ下における燃料油価

格激変緩和対策補助金によ

り造成された基金 

法人名 一般社団法人全国石油協会 

基金の額（国庫補

助金相当額） 

59,300 百万円（当初造成額

9,300 百万円、令和４年１月

13日に50,000百万円を積み

増し） 

基金事業の概要 

原油価格高騰がコロナ下か

らの経済回復の重荷になる

事態を防ぐための激変緩和

措置として、燃料油の卸売価

格の抑制のための手当てを

行う。 
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基金事業を終了す

る時期 

令和４年度末までに事業を

終了する。 

定期的な見直しの

時期 
毎年度実施 

基金事業の目標 

燃料油の小売価格の急騰を

抑制することにより、消費者

の負担を低減することを目

的とする。 

（出所）一般社団法人全国石油協会ホームページ 

〈http://www.sekiyu.or.jp/profile/pdf/hojokin

R40124.pdf〉（2022.9.30 閲覧）を加工 

 

２ 激変緩和事業発動 

 １月 25日、萩生田経済産業大臣は、レギュ

ラーガソリンの価格が発動基準の１ℓ当たり

170 円を超えたため、27 日以降、１ℓ当たり

3.4 円を元売事業者等に対して支給すること

を発表した43。 

 激変緩和事業は３月末までの時限措置であ

るが、原油価格が高値で推移しており、発動

当初から、激変緩和事業の延長の可能性が指

摘されていた44。 

 

３ 支給額上限の引上げ 

 ２月 24 日のロシアによるウクライナ侵攻

以降、原油価格が上昇している中、政府は３

月４日に関係閣僚会合を開催して緊急対策を

取りまとめ、激変緩和事業の支給額の上限を

１ℓ当たり５円から 25円に引き上げることを

決定した45。 

 

４ 一般会計、特別会計予備費の使用決定 

３月４日に拡充された激変緩和事業の財源

として、同日の閣議において一般会計予備費

の使用が決定された46。激変緩和事業への予

                             
43 経済産業省ホームページ「萩生田経済産業大臣の閣議後記者会見の概要」（2022 年１月 25日）〈https://www.meti.go.jp

/speeches/kaiken/2021/20220125001.html〉（2022.9.30閲覧） 
44 『毎日新聞』（2022.1.26） 
45 内閣官房「原油価格高騰に対する緊急対策」（令和４年３月４日原油価格高騰等に関する関係閣僚会合） 
46 首相官邸ホームページ「閣議及び閣僚懇談会議事録」（令和４年３月４日）２頁〈https://www.kantei.go.jp/jp/content

/040304gijiroku.pdf〉（2022.9.30 閲覧） 
47 経済産業省ホームページ「萩生田経済産業大臣の閣議後記者会見の概要」（2022年３月４日）

〈https://www.meti.go.jp/speeches/kaiken/2021/20220304001.html〉（2022.9.30閲覧） 
48 前掲注 46 

備費使用額については、閣議後の記者会見で

萩生田経済産業大臣から約 3,500 億円である

ことが表明され47、経済産業省から資料（図表

９）が公表された。 

 

（図表９） 

 
（出所）経済産業省「燃料油価格激変緩和対策事業に関する

予備費のＰＲ資料」 

 

また、同日の閣議では、先の補正予算で追

加計上されたエネルギー対策特別会計予備費

300 億円の使用も決定されている48。 

これらの予備費が激変緩和基金に使用され

たことは、事後において、国会の承諾を求め

るために提出された調書（図表 10、11）によ

り、確認することができる。 

 

（図表 10） 

 
（出所）第 208 回国会令和４年５月 20 日内閣提出

「令和３年度一般会計予備費使用総調書及び各省

各庁所管使用調書（その２）」８頁一部抜粋 
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（出所）第 208 回国会令和４年５月 20 日内閣提出

「令和３年度特別会計予備費使用総調書及び各省

各庁所管使用調書（その２）」９頁一部抜粋 
 

予備費使用決定による激変緩和基金への積

増しは、３月 14日に行われたことが公表され

ている（図表 12）。 

なお、エネルギー対策特別会計分は、

37,987,181 千円が積み増しされている。予備

費 300 億円を超える約 80 億円の財源につい

て、基金シート49には「移流用による」と説明

されているが、移用と流用の額の内訳は、確

認することができない50。 
 

（図表 12） 

「コロナ感染症及び国際情勢の緊迫化に伴う燃料油

価格激変緩和対策補助金実施要領」及び「補助金等

の交付により造成した基金等に関する基準」等に基

づく基本的事項の公表 
 

令和４年３月現在 

基金の名称 

コロナ感染症及び国際情勢の

緊迫化に伴う燃料油価格激変

緩和基金 

法人名 一般社団法人全国石油協会 

基金の額（国庫補

助金相当額） 

447,261,781 千円 

ただし上記のうちエネルギー

対策特別会計分 97,287,181

千円（当初造成額 9,300,000

千円、令和４年１月 13日に 

50,000,000 千円、令和４年３

月 14 日に 37,987,181 千円を

積み増し）、一般会計分 

349,974,600 千円（令和４年

３月 14 日に 349,974,600 千

円を積み増し）。 

基金事業の概要 

原油価格高騰がコロナ下から

の経済回復の重荷になる事態

を防ぐため及び国際情勢の緊

迫化による国民生活や経済活

動への影響を最小化するため

の激変緩和措置として、燃料

油の卸売価格の抑制のための

手当てを行う。 

                             
49 前掲注 35 
50 前掲注 39 
51 内閣参質 208第 46号（令和４年５月 20日）「参議院議員浜田聡君提出『コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業』

の調査費用の目的妥当性に関する質問に対する答弁書」 
52 内閣府ホームページ「月例経済報告等に関する関係閣僚会議 議事要旨」（令和４年３月 25 日）５頁〈https://www5.ca

o.go.jp/keizai3/getsurei/2022/03gijiyoshi.pdf〉（2022.9.30閲覧） 

基金事業を終了す

る時期 

令和４年度末までに事業を終

了する。 

定期的な見直しの

時期 
毎年度実施 

基金事業の目標 

燃料油の小売価格の急騰を抑

制することにより、消費者の

負担を低減することを目的と

する。 

（出所）一般社団法人全国石油協会ホームページ 

〈http://www.sekiyu.or.jp/profile/pdf/hojokinR403

29-2.pdf〉（2022.9.30 閲覧）を加工 

 

５ 事業名、基金名の変更 

 ３月４日に激変緩和事業の名称が、「コロナ

感染症及び国際情勢の緊迫化に伴う燃料油価

格激変緩和対策事業」（以下引き続き「激変緩

和事業」という。）に変更されていたことが、

後日の答弁書51で明らかとなっている。併せ

て、基金の名称も、図表 12によると「コロナ

感染症及び国際情勢の緊迫化に伴う燃料油価

格激変緩和基金」（以下引き続き「激変緩和基

金」という。）に変更されている。 

 

６ ４月末までの延長 

 ３月 25日、岸田総理は、ウクライナ情勢に

伴う原油価格や物価の高騰に対応するため、

緊急対応策を４月末までに取りまとめるとと

もに、現在の激変緩和事業を４月末まで延長

することを表明した52（図表 13）。 

 激変緩和事業の年度を跨
また

いだ延長による４

月分相当の財源については、新たな予算措置

は講じられなかった。令和３年度末における

激変緩和基金の残高が約 4,004 億円であった

ことが、事後に公表されている(図表 14)。 

 

 

 

（図表 11） 
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（図表 13） 

 
（出所）第 34回総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会

（令和４年４月 25 日）資料３「燃料価格高騰対策について

の検討状況（報告）資源エネルギー庁資源・燃料部」１頁 

 

（図表 14） 

 
（出所）経済産業省ホームページ「令和４年基金シー    

トの公表『燃料油価格激変緩和基金』」（令和４年９

月 30 日公表） 

〈https://www.meti.go.jp/information_2/publico

ffer/2022fykikin.html〉（2022.9.30 閲覧） 

 

 

 

                             
53 内閣官房「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」（令和４年４月 26 日原油価格・物価高騰等に関す

る関係閣僚会議）２頁 
54 首相官邸ホームページ「閣議及び閣僚懇談会議事録」（令和４年４月 28日）２頁〈https://www.kantei.go.jp/jp/conten

t/040428gijiroku.pdf〉（2022.9.30 閲覧） 
55 総務省が地方公共団体に連絡した「令和４年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費等の使用に伴う地方負担へ

の対応等について」（令和４年４月 28日事務連絡）には、277,434,550 千円とある。〈https://www.soumu.go.jp/main_cont

ent/000812436.pdf〉（2022.9.30閲覧） 
56 第 208回国会衆議院予算委員会議録第 19号 45頁（令 4.5.26）城井崇君質疑、萩生田経済産業大臣答弁 

７ ９月末までの延長・補助の拡充 

 ４月 26日、政府は、「コロナ禍における『原

油価格・物価高騰等総合緊急対策』」を決定し

た。激変緩和事業については、長引く原油価

格の高騰・乱高下がコロナ禍からの経済回復

や国民生活への悪影響を与えることを防ぐ観

点から、９月末までの延長と補助の拡充が決

定された（図表 15）。 

 

（図表 15） 

 
（出所）内閣官房「コロナ禍における『原油価格・物

価高騰等総合緊急対策』概要」原油価格・物価高騰

等に関する関係閣僚会議 

 

なお、財源については、５月分相当につい

ては予備費で対応し、６～９月分相当につい

ては補正予算を国会に提出することが決定さ

れた53。 

 

８ 一般会計予備費の使用決定 

４月 28日、閣議において一般会計予備費の

使用が決定され54、激変緩和事業に約2,774億

円55を使用することが経済産業省から公表さ

れた（図表 16）。 

この予備費使用について、国会の承諾を求

めるために調書が提出されるのは令和５年３

月の見込みであるが、予備費使用決定から１

か月後の補正予算審議の際に、予備費使用額

と算出根拠についての質疑、答弁がなされて

いる56。 

経済産業省

Ａ．一般社団法人 全国石油協会

燃料油価格激変緩和対策基金
【令和３年度造成・積増額】 447,262百万円

【収入】

補助金：447,262
運用益：0

合 計：447,262

【支出】

事業費：46,868
管理費： 0

合 計：46,868

【補助】 委託【随意契約（その他）】

Ｂ. 民間企業等（29社）

46，868百万円
Ｃ. 株式会社博報堂

※令和３年度の支払いなし

【基金の造成・積増し】

【令和３年度末基金残高】 400,394百万円

基金事業全体の執行管理を実施

【補助】

事務局業務の実施燃料油の卸価格上昇を抑制

【公募・採択】
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（出所）経済産業省「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等

総合緊急対策』等に関する予算事業概要（ＰＲ資料）」３頁 
  

９ 令和４年度一般会計補正予算 

５月 25日、原油価格高騰対策と予備費の積

増しを特例国債で賄うことを主な内容とする

補正予算が国会に提出され、同月 31日に成立

した。一般会計補正予算による激変緩和基金

への予算措置額は、約１兆 1,655 億円であり

（図表 17）、各目明細書（図表 18）には、一

般社団法人全国石油協会に対する基金造成費

であることが示されている。 

 

 
（出所）経済産業省「令和４年度経済産業省関連補正予算の事業

概要（ＰＲ資料）」 

                             
57 首相官邸ホームページ「物価高騰への政府の対応等についての会見」（令和４年９月８日）〈https://www.kantei.go.jp/j

p/101_kishida/statement/2022/0908kaiken.html〉（2022.9.30閲覧） 
58 内閣官房ホームページ「令和４年第４回物価・賃金・生活総合対策本部議事要旨」（令和４年９月９日）〈https://www.ca

s.go.jp/jp/seisaku/bukka/dai4/gijiyousi.pdf〉（2022.9.30閲覧） 
59 同上 
60 首相官邸ホームページ「閣議及び閣僚懇談会議事録」（令和４年９月 20日）２頁〈https://www.kantei.go.jp/jp/conten

t/040920gijiroku.pdf〉（2022.10.11 閲覧） 
61 財務省ホームページ「令和４年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用実績」

〈https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2022/sy220920.pdf〉（2022.9.30閲覧） 

（図表 18） 

 
（出所）令和４年度経済産業省所管一般会計歳出予

算補正（第１号）各目明細書１頁一部抜粋 

 

10 12 月末までの延長と一般会計新型コロ

ナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰

対策予備費の使用決定 

 ９月末までを期限とする激変緩和事業につ

いて、９月８日、岸田総理は、足元の原油価

格の水準を踏まえつつ 12 月末まで継続させ

ることを表明し57、翌９日、政府において延長

が決定された58。また、激変緩和事業に毎月

3,000 億円余りを投入してきた財源について

は、令和４年５月の補正予算において使途を

拡大し、積み増しされた「新型コロナウイル

ス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費」

で措置することが決定された59。 

 ９月 20日、閣議において予備費の使用が決

定され60、激変緩和事業に約１兆 2,959 億円

を使用することが財務省61、経済産業省から

公表された（図表 19）。なお、この予備費使用

について、国会の承諾を求めるために調書が

提出されるのは令和５年３月の見込みである。 

 
 
 
 
 

（図表 16） 

（図表 17） 
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（図表 19） 

 
（出所）経済産業省「燃料油価格激変緩和対策事業に関する予備

費のＰＲ資料」 

 

11 令和５年１月以降の延長と令和４年度第

２次補正予算 

10 月 28 日、「物価高克服・経済再生実現の

ための総合経済対策」が閣議決定され、12月

末までを期限とする激変緩和事業については、

令和５年１月以降も補助上限を緩やかに調整

しつつ、令和５年度前半にかけて引き続き実

施していくことが決定された。 

11 月 21 日、経済対策の裏付けとなる令和

４年度第２次補正予算62が国会に提出され、

12月２日に成立した。 

一般会計補正予算による激変緩和基金への

予算措置額は、約３兆 272 億円であり（図表

20）、各目明細書（図表 21）には、一般社団法

人全国石油協会に対する基金造成費であるこ

とが示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

                             
62 基金に対する予算措置額は、16基金の新設と 34基金への積増しによる合計約 8.9兆円（内閣衆質 210第 30号（令和４

年 12月２日）「衆議院議員原口一博君提出国庫補助金等により設置造成された基金に関する質問に対する答弁書」）。報道

によれば、一度の予算としては過去最大（『朝日新聞』（2022.11.22）、『日本経済新聞』（2022.11.22））。 

（図表 20） 

 

（出所）経済産業省「令和４年度補正予算の事業概要（ＰＲ資

料）」２頁 

 

（図表 21） 

 
（出所）令和４年度経済産業省所管一般会計歳出予

算補正（第２号）各目明細書 17 頁一部抜粋 

 

令和４年 12月２日現在、公表されている資

料で確認できる激変緩和基金に関する主な動

向は図表 22のとおりである。また、これまで

の激変緩和基金への予算措置の合計額は約

6.2 兆円に上り、その推移、内訳は図表 23、

24 のとおりである。 
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（図表 22）激変緩和基金に関する主な動向 

        （令和４年 12月２日現在） 
年月日 激変緩和基金に関する主な動向 

3.11.19 基金創設決定 

11.25 基金設置法人公募 

11.26 特別会計予備費 23 億円使用決定 

12. 3 基金設置法人公表 

12. 6 補正予算国会提出 

・特別会計 500億円計上 

・特別会計予備費 300億円計上 

基金設置当初造成額 93億円 

12.20 補正予算成立 

4. 1.13 基金積増し 500億円 

1.17 令和４年度予算国会提出 

1.27 激変緩和事業発動 

3. 4 支給額上限を１ℓ当たり５円から25円

に引上げ 

事業名変更 

一般会計予備費約 3,500 億円使用決定 

特別会計予備費 300億円使用決定 

3.14 基金積増し約 3,880 億円（一般会計分

約 3,500 億円、特別会計分約 380 億円） 

3.22 令和４年度予算成立 

3.25 激変緩和事業４月末まで延長決定 

3.31 基金残高約 4,004 億円 

4.26 激変緩和事業９月末まで延長決定 

支給額上限を１ℓ当たり35円に引上げ、

超過分も 1/2 支給、対象に航空機燃料

を追加 

4.28 一般会計予備費約 2,774 億円使用決定 

5.25 第１次補正予算国会提出 

・一般会計約１兆 1,655 億円計上 

5.31 第１次補正予算成立 

9. 9 激変緩和事業 12月末まで延長決定 

9.20 一般会計新型コロナウイルス感染症及

び原油価格・物価高騰対策予備費約１

兆 2,959 億円使用決定 

10.28 激変緩和事業令和５年度前半まで延長

決定 

１月以降、補助上限を緩やかに調整し

つつ実施し、６月以降、補助額 25 円以

下の部分への補助率を引き下げていく

一方、補助額 25円超の部分に対する補

助率を引き上げていく 

11.21 第２次補正予算国会提出 

・一般会計約３兆 272億円計上 

12. 2 第２次補正予算成立 

（出所）筆者作成 

 

 

 

 

 

 

（図表 23）激変緩和基金への予算措置の推移 

（単位：億円、令和４年 12月２日現在） 

 
（出所）筆者作成 

 

500 

11,655 

30,272 

93 

3,880 

2,774 

12,959 

補正予算 予備費等
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（図表 24）激変緩和基金への予算措置の 

合計額の内訳（令和４年 12月２日現在） 

 

（※１）基金シートによる 

（※２）新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高

騰対策予備費 

（出所）筆者作成 

 

 

 

                             
63 「歴史の転換点における財政運営」（令和４年５月25日）14頁 
64 「元売輸入事業者が補助金の支払い請求をする際、補助金支給単価相当額が全て卸価格に反映されたことが確認できたも

ののみ精算払いとすることで、必ず卸価格に反映させることを制度上担保しています。」第 207 回国会衆議院予算委員会議

録第４号 13頁（令 3.12.15）萩生田経済産業大臣答弁 
65 前掲注９ 
66 前掲注 26 
67 前掲注２、財務省・前掲注３ 

Ⅴ 基金方式の適否 

１ 激変緩和事業の基金要件の適否 

 基金について財政制度等審議会は、予算措

置をする段階においてその是非を十分に検討

すべきであるとし、複数年度にわたる支援が

必要であっても、総額や各年度の所要額につ

いて一定の見通しを立て得るものについては、

基金ではなく、まずは繰越明許費や国庫債務

負担行為等による対応を検討すべきであると

している63。 

激変緩和事業は令和３年度末までの措置と

して創設され、令和４年度にも補助金の支払

が発生64することから複数年度にわたる予算

措置の必要があったが、支出が翌年度までで

あれば補正予算において繰越明許費とすれば

対応が可能であるにもかかわらず、基金方式

が採用された。 

基金が、中長期的な視点を持って戦略的な

財政運営を行うために活用65されるならまだ

しも、年度末までの時限的、緊急避難的な措

置66を実施するために設置され、財源を予備

費使用や補正予算でその都度確保している激

変緩和基金は、基金の要件67を満たしている

のか疑問が残る。 

 

２ 基金への予算措置がない予算審議 

 激変緩和事業は令和４年３月末までの予定

であったため、令和４年度当初予算には激変

緩和事業の予算は計上されていなかった。衆

参の予算委員会では政府に対し、４月以降の

対応について質疑がなされたが、明確な答弁

補正予算
68.3％

予備費等
31.7％

激変緩和基金への予算措置 金額 

３年度特別会計補正予算 500 億円 

４年度第１次一般会計補正予算 約１兆 1,655 億円 

４年度第２次一般会計補正予算 約３兆 272億円 

補正予算の合計 

（合計額に占める割合） 

約４兆 2,427 億円 

（68.3％） 

３年度特別会計予備費 
23 億円 

300 億円 

３年度特別会計移流用（※１） 
70 億円 

約 80 億円 

３年度一般会計予備費 約 3,500 億円 

４年度一般会計予備費 約 2,774 億円 

４年度一般会計予備費（※２） 約１兆 2,959 億円 

予備費等の合計 

（合計額に占める割合） 

約１兆 9,706 億円 

（31.7％） 

予算措置の合計額 約６兆 2,133 億円 

（100％） 
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が得られないまま68、令和４年度予算は成立

した。 

しかし、予算成立の三日後に、激変緩和事

業の４月末までの延長が岸田総理から表明さ

れた。国会での議論が深まらなかったのは、

予算措置がなくても、基金に残高さえあれば

基金からは支出できるためであり、基金方式

を採用していたためと言える。 

 

Ⅵ 予備費使用の妥当性 

１ 予備費と当初予算の移流用による基金設

置 

激変緩和基金は、令和３年度当初予算編成

時には想定外の原油価格の急騰により、予備

費の使用と当初予算の移流用をもって急きょ

設置された。政府は補正予算を待っていられ

ないとしたが69、結果的には激変緩和事業の

発動は補正予算成立の１か月後であった。 

元売りへの補助という過去に例のない新た

な政策であること、更には新たに基金を設置

することなどを踏まえると、激変緩和基金の

設置は補正予算で措置し、国会審議を経てか

らでも遅くはなかったのではないのか。 

 

２ 予備費を契機とした財源の変更 

 激変緩和基金は、当初はエネルギー対策特

別会計のエネルギー需給勘定を財源としてい

た。エネルギー需給勘定は、受益者負担の考

え方に基づき行われる燃料安定供給対策等に

関する政府の経理を明確にするために設置さ

れており、石油石炭税の税収を全て一般会計

に計上した上で、必要額を同特別会計に繰り

                             
68 第 208回国会衆議院予算委員会議録第７号 11頁（令 4.2.1）萩生田経済産業大臣答弁、同第 11号 27頁（令 4.2.7）岸田

内閣総理大臣答弁、第 208 回国会参議院予算委員会会議録第６号 11 頁（令 4.3.2）萩生田経済産業大臣答弁、同第８号 19

頁（令 4.3.4）萩生田経済産業大臣答弁、他にもあり。 
69 前掲注 25 
70 財務省主計局『令和３年版 特別会計ガイドブック』83頁 
71 『日本経済新聞』（電子版）（2022.3.21）、『日本経済新聞』（2022.5.18） 
72 『朝日新聞』（2022.4.23） 

入れる仕組みとなっている70。石油石炭税は

ガソリンを始めとする燃料に課され、ガソリ

ンなどの利用者も間接的に負担することから、

補助金で恩恵を受ける人が財源を負担する関

係が保たれていた。 

ところが、令和４年３月４日の閣議で一般

会計予備費の使用が決定された。後日、一般

会計から拠出することについて鈴木財務大臣

は、ガソリンを使う食料などの輸送があるこ

とを考えると、広く国民の利便につながると

しているが、受益と負担の明確な関係は薄れ

たとの指摘がある71。 

 

３ 予備費使用を先行し、事後に補正予算 

 激変緩和基金の設置や財源の変更、更には

激変緩和事業の延長や拡充の財源についても、

先に予備費の使用が決定され、直後の補正予

算で基金への積増しが行われている。 

年度途中に政策の変更に伴う予算措置の必

要があれば、閣議決定による予備費使用より

も、補正予算を提出して国会での議論を経る

べきではないのか。「まず予備費を財源に枠組

みを既成事実化してから、追加分を国会に出

すことになり、本末転倒だ。72」との指摘があ

る。 

 

４ 予備費を基金に使用した上での繰越し 

財務省は、「予備費は、予見し難い予算の不

足があった場合に使用されるものであり、そ

の予備費をもって実施される事業等は、その

年度内に執行されることが基本である。」とし、

「予備費の性質上努めて年度内に支出を完了
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するようにし、真にやむを得ない場合にのみ

繰越しを行うこととして、それ以外は繰越し

を避けなければならない。」としている73。こ

の原則に立てば、予備費を複数年度にわたっ

て支出することができる基金に使用すること

は、相反する行為ではないのか。 

激変緩和基金を積み増すために、令和３年

度末に、一般会計予備費予算額 5,000 億円の

うち、その 7割に当たる 3,500 億円の使用が

決定された。激変緩和事業について、令和４

年度当初予算での措置がないにもかかわらず、

基金の残高を財源として年度を跨
また

いで延長さ

せることができたのは、予備費を基金に使用

して繰り越したためと言える。 

 

Ⅶ 基金への予算措置を明示する必要性 

１ 政府見解からの乖
かい

離
り

 

政府は、基金が予算の単年度主義に反しな

いのは、基金への支出は国会の議決を経てい

るからであるとしている74。この見解に立て

ば、基金への支出は、当初予算か補正予算に

計上され、国会で議決されていることが必要

となるはずである。 

しかしながら、激変緩和基金は、予備費使

用と予算の移流用を当初財源として国会が関

与することなく設置された。さらに、その後

の積増しにも予備費が度々使用されるなど、

基金への支出として国会の議決を経ていると

                             
73 財務省主計局司計課・前掲注 11 144-145 頁 
74 前掲注 22、23 
75 第 171回国会参議院予算委員会会議録第 21号 32頁（平 21.5.20）宮﨑政府特別補佐人（内閣法制局長官）答弁 
76 「…（前略）基金をつくって複数年次にわたって支出をするということは国会の御承認をいただければできるというのが

私どもの憲法の解釈でございます。」第 171 回国会参議院予算委員会会議録第 21 号 32 頁（平 21.5.20）与謝野財務大臣答

弁 
77 第 207回国会参議院予算委員会会議録第２号19頁（令 3.12.17）足立信也君質疑 
78 第 207回国会参議院質問第 38号（令和３年 12月 20日）「財政の単年度主義に関する質問主意書」（木戸口英司君）、第 2

08回国会参議院質問第10号（令和４年２月３日）「財政資金の効率的支出に関する質問主意書」（木戸口英司君）、第 210回

国会衆議院質問第 30 号（令和４年 11 月 22 日）「国庫補助金等により設置造成された基金に関する質問主意書」（原口一博

君） 

79 第 208回国会参議院決算委員会会議録第８号35頁（令４.5.16）柴田巧君質疑 

は言い難い予算措置は、政府の見解から乖離

している。 

 

２ 基金への予算措置を明示する必要性 

基金への予算措置について、内閣法制局は、

「予算書の限りにおきまして、それぞれの基

金に対する補助金あるいはこういう趣旨に使

うということにつきましては必要な範囲で明

記されている75」とするが、各目明細書の各経

費の積算内訳の中から探す必要があり、基金

関連予算としての一覧性はなく、把握が困難

な状況となっている。 

政府は基金の根拠を国会における予算の議

決に求めておきながら76、基金への予算措置

額は委員会質疑77や質問主意書78で取り上げ

ないと把握できない状況で、基金への支出が

国会の議決を経ていると言えるのだろうか。

そのため、基金の透明性を確保するために、

「予算提出時には新規造成又は既存基金への

積み増しを行う必要性や金額等を明記した資

料を付ける」べきとする提案もなされている79。 

基金が予算の単年度主義に反しないように

するためには、基金への予算措置が明示され

た上で、予算が国会で議決される必要がある

のではないのか。 

 

おわりに 

政府にとって基金は、予算の単年度主義の



予算単年度主義における基金の課題 

―コロナ下における燃料油激変緩和基金の例を通じて― 

 

RESEARCH BUREAU 論究（第 19 号）（2022.12） 77 

原則がありながら、一旦基金に予算を移せば、

その後は何年にもわたって支出を可能とさせ

るものである。財政法上の予算の単年度主義

の例外である繰越明許費等は予算として議決

されている80のに対し、基金への予算措置が

予算審議の参考資料にとどまる各目明細書に

散在し、さらには、国会審議を経ない予備費

使用や予算の移用や流用により基金に支出し

ている状況で、歳出予算として国会で議決し

ているから問題ない81と言い切れるのだろう

か。 

政府は、「これまで基金事業については、行

政事業レビューの枠組みの下、各府省自らが

基金の執行状況や余剰資金の有無を毎年度自

己点検し、その結果を公表することで不断の

適正化に取り組んでいる82」とし、さらに、令

和４年度からは、「科学技術の振興や経済安全

保障などに取り組む基金事業については、原

則として四半期ごとの基金残高を公表するな

どの枠組みを実施する83」としている。しかし

ながら、これらの取組は、政府が国から基金

に支出した後の説明責任と透明性の向上等に

資するものではあるが84、その前提となる基

金関連の予算が国会で審議され、議決される

上での取組ではない。 

骨太方針 2022 には、「政策の長期的方向性

や予見可能性を高めるよう、事業の性質に応

じた基金の活用、年度を跨いだ予算執行が可

能となる柔軟かつ適切な対応等により、単年

度主義の弊害是正に取り組む。」として85、政

府は今後も基金を活用していく方針を掲げて

いる。 

基金の活用に当たっては、基金への支出が

                             
80 前掲注 19 
81 前掲注 22  
82 第 207回国会参議院会議録第５号５頁（令 3.12.21）岸田内閣総理大臣答弁 
83 第 208回国会参議院決算委員会会議録第８号35頁（令 4.5.16）鈴木財務大臣答弁 
84 財務省・前掲注３ 27頁 
85 「経済財政運営と改革の基本方針 2022」（令和４年６月７日）36頁 

国会で議決されているとは言い難く、政府の

見解から乖離している現在の状況こそ、まず

是正される必要があると考える。 


